
○史跡名勝天然記念物現状変更の手続（文化財保護法上の手続）

（一般例）

①事前相談

②現状変更申請（１２５条第１項） 国の機関の場合は協議（１６８条）

市町村教育委員会 申請者（所有者、管理団体等）

③文化庁長官あて意見具申（１８９条）

都道府県教育委員会

④文化庁長官への進達・意見具申（１８８条第１項及び第２項）

文化庁長官

⑤諮問（第１５３条第２項第１４号） 調査依頼→

⑥ ⑦

文化審議会 文化財分科会 第三専門調査会

⑨ ⑧

⑩答申 ←調査報告

文化庁長官 ⑪現状変更申の許可決定（国の機関の場合は同意）

⑫都道府県教育委員会（１８８条第３項）及び市町村教育委員会を

通じて、申請者へ現状変更許可書の通知

現状変更の開始
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